
埼玉県地域保健医療計画の一部変更（案）の概要

（１）医療法の改正により、以下の事項を医療計画に追加

・医師の確保に関する事項

・外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

＜背景＞

■地域間、診療科間における医師の偏在を解消するため、
医師確保が必要

■外来医療が入院医療や在宅医療と切れ目なく提供される
よう、外来医療状況の可視化や医療関係者間の連携が必要

（２）食品衛生法及び政省令の改正を受け、ＨＡＣＣＰ導入施設数
に係る指標を変更

第１部 基本的な事項
・基本的な考え方 ・計画の背景 ・医療圏
・基準病床数 ・計画の推進体制と評価

第２部 くらしと健康
・ライフステージに応じた健康づくり
・疾病・障害とＱＯＬ（生活の質）の向上

・健康危機管理体制の整備と生活衛生

第３部 医療の推進
・疾病ごとの医療提供体制の整備
・事業ごとの医療提供体制の整備 ・在宅医療の推進
・医療従事者等の確保 ・医療の安全の確保

第４部 地域医療構想
・地域医療構想の概要
・地域医療構想の実現に向けた取組

第５部 医師の確保等に関する事項
・計画変更の趣旨・構成
・医師の確保に関する事項
・外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

第６部 医療費適正化計画 （現行計画第５部）
・住民の健康の保持の推進 ・医療の効率的な提供の推進
・医療費の見込み ・国民健康保険の運営

■令和２(2020)年度から令和５(2023)年度まで

※現行計画の終期と合致させるため４年間とし、第８次計画以降は
３年ごとに見直し

追加

２ 変更の趣旨

４ 変更後の計画の体系

３ 計画の期間（追加部分）
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指標変更

１ 策定スケジュール

８月～１月 ２月

・地域保健医療計画推進協議会(８月、１２月)
・医療審議会(９月、１月)
・市町村・関係団体への意見照会
・県民コメント

・２月定例県議会
議案上程
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５ 主な変更内容

（１）医師の確保に関する事項（追加）

（２）外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項（追加）

ア 目的
・外来医療の状況等の情報提供を通じて、地域で不足する医療
機能への協力等を促す。

イ 外来医療の提供状況
・二次医療圏ごとに診療所医師の多寡を指標として可視化
（外来医師偏在指標）
→秩父区域が外来医師多数区域に該当するが、
多数区域に設定しない。

・二次医療圏ごとの医療施設数、不足する医療機能等

ウ 医療機器の配置状況等
・二次医療圏ごとに、ＣＴ・ＭＲＩ・ＰＥＴ・マンモグフィ・
放射線治療の配置状況等を指標として可視化

エ「地域保健医療・地域医療構想協議会」を外来医療機能や
医療機器の共同利用に関する協議を行う場として位置付け

ア 目的
・地域医療構想による医療体制を実現するために必要な医師を
確保する。

イ 三位一体の取組
・地域医療構想、医師の働き方改革、医師偏在対策

ウ 医師確保の方針及び必要医師数
・令和５年（2023年）に目指す医療の姿

平成２９年（2017年）

医療需要推計
（病床数）

５０，６８２床

高度急性期 ４，０４４床

急性期 １８，６７８床

回復期 １３，３７９床

慢性期 １２，７５２床

その他 １，８２９床

医師の働き方改革の推定値
（時間外労働規制）

－

病院勤務医師数
（常勤換算） ８，４８７.２人

令和５年（2023年）

５３，３２８床（＋2,646床）

高度急性期 ５，１５７床

急性期 １８，１３５床

回復期 １５，８８３床

慢性期 １３，６９６床

その他 ４５７床

時間外労働規制後の総労働
時間の削減率 ５．２％

９，７２０.３人

・二次医療圏ごとの令和５年（2023年）に目指す医療の姿
（医療圏ごとに必要医師数を設定）

【在宅需要の医師数】

平成２９年
（2017年）

在宅療養患者の数（訪問診療分） ３２，９９４人

在宅医療の医師数（病院・診療所分） １，１７１．２人

令和５年
(2023年)

４２，５４７人

１，４８９．１人
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エ 必要医師数の確保に向けた施策
・医師を増やす施策（医学生奨学金、臨床研修医の県内誘導等）
・医師キャリア形成支援、質の向上と負担軽減（タスクシフトの推進等）
・地域医療体制のための医師確保（寄附講座の開設、医師派遣、開業医
による支援等）

オ 産科小児科における医師の確保に関する事項
・地域医療構想に基づき、地域に必要となる周産期医療体制及び小児救
急医療体制の確保・充実を目的とする。

（３）指標の見直し

【入院需要の医師数】

【改正案】 ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理を行う施設数

目標値 ５６１施設（令和３年度末）

【現行】 ＨＡＣＣＰ導入型基準を選択する施設数

目標値 ３００施設（平成３３年度末）


